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技能試験要求基準技能試験要求基準技能試験要求基準技能試験要求基準    

 

1.1.1.1.     適用範囲適用範囲適用範囲適用範囲    

 本規定は、JIS Q 17011及び JCLA品質マニュアルに基づき、日本化学試験所認

定機構（略称 JCLA）が申請試験所若しくは認定試験所の技術的能力を評価するた

めに利用する技能試験の選定基準及びこれの実施に関する規定である。 

 

2.2.2.2.     参照文書参照文書参照文書参照文書    

 この規程は以下の文書の該当部分に準拠する。 

a)  JIS Q 17011:2005 (ISO/IEC 17011:2004) 

b)  JIS Q 0043-1,-2:1998 「試験所間比較による技能試験 第 1部：技能試

験スキームの開発及び運営、第 2部：試験所認定機関による技能試験スキー

ムの選定及び利用」 

c)  JCLAマネジメントシステム文書 JCLA QM-01「品質マニュアル」 

 

3.3.3.3.     定義定義定義定義    

 この規定では JIS Q 17011及び JIS Q 0043で用いられている定義の他、以下の

定義をする。 

a)  申請試験所：試験所認定を申請している試験所。 

b)  認定試験所：試験所認定の認定登録を受けた試験所。 

c)  試験所認定センター：JCLAの一組織で、認定審査業務を行う部署。 

 

4.4.4.4.     技能試験技能試験技能試験技能試験スキームスキームスキームスキームのののの選定選定選定選定    

4.1  4.1  4.1  4.1  技能試験技能試験技能試験技能試験スキームスキームスキームスキームのののの選定基準選定基準選定基準選定基準    

a)  可能な限り JIS Q 0043-1 に示す指針に適合した適切な技能試験スキーム

を用いる。 

b)  JCLAが行う認定分野に関係するものであること。 

c)  試験所との合意によって、JCLA 試験所認定センターが技能試験の結果を

入手できるものであること。 

d)  スキームの実施頻度が適切であること。 

e)  料金が適切であること。 

f)  スキームで用いる試験材料の均質性、安定性及び該当する場合は国家標準

又は国際標準へのトレーサビリティなどの特性についての適切さと信頼性

を有すること。 

g)  実施時期、場所，試料の安定性への配慮及び配送の手配等の実務体制が、

参加する試験所に対し適切であること。 

  

4. 24. 24. 24. 2    技能試験技能試験技能試験技能試験スキームスキームスキームスキームののののランクランクランクランク分類基準分類基準分類基準分類基準    
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 JCLA が選定した技能試験スキームは以下の３ランクに分類し、分類結果は

JCLA PR-24「テクニカルノート」（JCLAマネジメントシステム文書）に記載し公

表する。 

 

a) 分類 A：JCLAで認定審査及び認定の維持に必須とする技能試験。 

申請試験所は認定審査の前に本技能試験を受ける必要がある。但し、技能

試験の実施時期の問題からこれが困難な場合は、認定審査後、技能試験の最

初の実施に合わせてこれを受け、その結果を JCLA試験所認定センターに報

告しなければならない。 

また、認定試験所に於いては指定された期間毎に若しくは JCLAより参加

の要請があった時は本技能試験を受けなければならない。 

b) 分類 B：JCLAが要請した時受けなければならない技能試験。 

認定後 JCLAが参加を要請したときに本技能試験を受けなければならない。 

c) 分類 C：参考となる技能試験。 

 

5.5.5.5.    技能試験技能試験技能試験技能試験のののの選定選定選定選定、、、、分類手順分類手順分類手順分類手順    

a) 試験所認定センター長は技能試験の実施機関よりプログラムその他必要情

報を入手し、幹事会に報告する。 

b) 幹事会の決定により技術委員会での検討を諮問する。 

c) 技術委員会は、これらの情報を基に、必要なら関連分野の団体等の意見を

聴取して、4.項の基準に従って、選定及び分類を行う。この結果を幹事会に

報告する。 

d) この結果、JCLA の推奨する技能試験として選定された場合は、分類Ａ，

Ｂ，Ｃのランク及び連絡先等の情報を PR-24「テクニカルノート」に記載し、

これを公表する。 

 「テクニカルノート」の記載については、PR-05「文書管理規則」に従っ

て行う。 

 

6.6.6.6.    技能試験技能試験技能試験技能試験へのへのへのへの参加参加参加参加    

 JCLA試験所認定センターは、分類 Aにランクされた技能試験スキームについて、

「テクニカルノート」に記載し公表すると共に、関係する認定試験所にこの旨を連

絡し、当該技能試験に参加する事を通知する。また、本技能試験が継続して行われ

る場合は、その参加頻度を JCLAは指定しなければならない。 

関係する申請試験所に関しては、認定審査前に当該技能試験に参加する事を義務

付ける。但し、技能試験の実施時期が認定審査の後になる場合は、認定審査後にこ

れに参加し、その結果を JCLA試験所認定センターに報告することとする。 

 

7.7.7.7. 結果結果結果結果のののの利用利用利用利用    

7.17.17.17.1    利用利用利用利用のののの方針方針方針方針    
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 分類Ａ又は分類Ｂの技能試験であって JCLAより参加を要請した技能試験につい

て、試験所認定センターは、申請試験所の試験所認定審査に於いては、本結果の提

出を求め、技術審査の参考資料とする。 

また、認定試験所に対しては、維持審査時若しくは再審査時にその該当する期間

に行った上記の技能試験についてその結果の提出を求め、審査の参考資料とする。 

JCLA 試験所認定センターは必要がある場合には、これらの審査の時に限らず試

験結果の報告を受けることが出来る。 

なお、分類Ｂ又は分類Ｃの技能試験であって、試験所が独自の判断で参加した技

能試験に関しては、JCLAの審査時に試験所からの自主的な提示を依頼する。 

7.27.27.27.2    結果結果結果結果のののの処置処置処置処置    

 技能試験に参加した結果について、JCLA の技術審査員が試験技術の信頼性に疑

問を生じた時、又は技能試験に適切な参加をしていない場合は、試験所認定センタ

ーは是正処置を求める。是正処理が不完全と判断される場合、あるいは上記の不適

合が連続して発生する場合には、認定の一時停止若しくは取り消しをすることがあ

る。 

なお、試験技術の信頼性に疑問がある場合とは、統計的な評価結果（たとえば、

Ｚスコアー）が、ISO/IEC ガイド 43で規定する「不満足」な領域にある事を意味

する。 

 

8.8.8.8.    記録記録記録記録    

 技能試験結果の記録は、審査報告書に記録し試験所別ファイルに保管する。 


